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News

ね
ん
き
ん
「
特
別
便
」
の
回
答
に

ご
協
力
を
！

平
成
１９
年
１２
月
か
ら
こ
れ
ま
で
に
す

べ
て
の
受
給
者
・
加
入
者
約
１
億
９
百

万
人
に
送
付
し
、
こ
の
う
ち
約
６
千
９

百
万
人
か
ら
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ね
ん
き
ん
特
別
便
が
届
い
た
ら
、
年

金
記
録
に
「
も
れ
」
や
「
間
違
い
」
が

な
い
か
十
分
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

「
も
れ
」
や
「
間
違
い
」
が
な
い
場
合

も
、
必
ず
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

ね
ん
き
ん
「
定
期
便
」
を
毎
年

お
届
け
し
ま
す

こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
期
間
や
加
入

実
績
に
応
じ
た
年
金
額
な
ど
、
年
金
に

関
す
る
情
報
を
定
期
的
に
確
認
し
て
い

た
だ
く
た
め
に
、
ね
ん
き
ん
「
定
期
便
」

を
、
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
し
ま
す
。

必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

送
付
対
象
の
方

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
の
被
保
険
者

実
施
時
期

平
成
２１
年
４
月
か
ら
毎
年
誕
生
月
に

送
付

愛
媛
社
会
保
険
事
務
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
ご
案
内

http
://w

w
w
.sia.go.jp/̃ehim

e/

県
内
社
会
保
険
事
務
所
の
年
金
相
談

窓
口
の
休
日
・
夜
間
の
開
設
日
と
、
前

日
ま
で
の
待
ち
時
間
の
状
況
な
ど
を
ご

案
内
し
て
い
ま
す
。

問

町
民
課
住
民
係

�
９
８
５
―
４
１
０
６

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

国
民
年
金
課

�
９
２
５
―
５
１
７
５

あ
な
た
の
年
金
記
録
を
確
認
し
ま
す

�������	
�����
「
は
か
り
」
を
取
引
又
は
証
明
に
使

用
す
る
方
は
、
計
量
法
に
よ
り
２
年
に

１
度
の
定
期
検
査
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

定
期
検
査
を
次
の
日
程
で
実
施
し
ま

す
の
で
、
必
ず
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
受
検
の
際
に
は
手
数
料
が
必

要
で
す
。

問

産
業
課

商
工
水
産
観
光
係

�
９
８
５
―
４
１
２
０

愛
媛
県
計
量
検
定
所

�
９
４
７
―
４
０
０
１
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計
量
器
定
期
検
査
の
お
知
ら
せ

６月１日は人権擁護委員法が施行され
た日です。
相談は無料で、秘密は固く守られます。
家庭内の問題、いじめ、隣近所のもめご
となど、人権問題でお困りの方はお気軽
にご相談ください。

特設人権相談所
日 時 ６月１日（月）１０時～１７時
場 所 松前総合文化センター２階

第２研修室
電話番号 �９８５－１３１３
相談担当 松前町人権擁護委員

水口憲三 �石 勤
武智温子 平井章能
兵頭美貴子

松山地方法務局・電話相談
日 時 ６月１日（月）９時～２１時
電話番号 �０１２０－４５９－７３７
相談担当 人権擁護委員、法務局職員

問 社会教育課人権教育係
�９８５－４１３７

場所

東公民館

北公民館

西公民館

松前町役場

日時

６月８日（月）
１０時～１４時

６月９日（火）
１０時～１４時

６月１０日（水）
１０時～１４時

６月１１日（木）
１０時～１５時

備考

高精度の
はかりの
場合には、
手数料が
左の２倍
になる場
合もあり
ます。

手数料

１，４００円
１，８００円
２，２００円
３，１００円

２５０円

５００円
９００円
１，５００円
２，１００円
３，７００円
以下省略

ひょう量
（最大計量値）

１００�以下
２５０�以下
５００�以下
１ｔ以下

１００�以下
２５０�以下
５００�以下
１ｔ以下
２ｔ以下
以下省略

種類

電気式
はかり

棒はか
り直線
目盛は
かり

その他
のはか
り
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